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第１章　総　則

第１条（名称・事務局）

本会は、東京都立新宿高等学校PTA（保護者と教師の会）と称し、事務局を東京都新宿高等学校（住所：東京

都新宿区内藤町11番4　以下「本校」という）内におく。

第２条（目的）

本会は、本校の教育目標の達成に協力する民主的団体として、保護者と教師との連携を緊密にし、情報交

換、研究活動等をとおして、会員相互の親睦をはかるとともに、本校の教育活動を援助することを目的とす

る。

第３条（事業）

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1. 会員の親睦と、教養の向上に関すること。

2. 情報交換・研究活動に関すること。

3. 教育環境の整備・充実に関すること。

4. 教育活動の援助に関すること。

5. その他目的達成に必要な事業。

第４条（会員）

本会の会員は、本校在校生の保護者またはこれに代わる者、および、本校の教職員（以下「職員」という）とす

る。ただし、本会の元会員で、本会の趣旨に賛同し、本会への加入を希望する者を、賛助会員とすることがで

きる。

第５条（部）

本会の事業を推進するために、本会に次の各部をおく。

1. 事業部

(1) 広報部（会報発行等）

(2) 文化部（講演会・座談会・読書会ほか文化行事開催等）

(3) 厚生部（見学会・講習会ほか親睦行事開催等）

2. 学年部

(1) 第１学年部（学級活動の援助、学年会ほか学年行事開催等）

(2) 第２学年部（第１学年部に同じ）

(3) 第３学年部（第１学年部に同じ）

特別事業を行うときは、必要があれば別に部を設けることができる。



第２章　役員・委員

第６条（役員・委員）

本会に、次の役員、および、委員をおく。この役員および委員となる保護者は、本校在校生の保護者またはこ

れに代わるものとする。

1. 役員

(1) 名誉会長 １名 （校長）

(2) 会長 １名 （保護者）

(3) 副会長 若干名 （保護者・副校長１）

(4) 書記 若干名 （保護者）

(5) 会計 若干名 （保護者）

(6) 監事 若干名 （うち経営企画室長１）

2. 委員

(1) 事業部委員 若干名（保護者）

(2) 学級委員 若干名（保護者）

第７条（任務）

役員・委員の任務は、次のとおりとする。

1. 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときはこれを代行する。

3. 書記は、会議の記録と、会議の招集に関する業務を執行する。

4. 会計は、会計業務を執行する。

5. 監事は、会計を監査する。また、行事などにおいてその準備、進行を遂行する。

6. 事業部委員は、それぞれの部の業務を行う。

7. 学級委員は、それぞれの学級の業務を行う。

第８条（選出）

役員・委員の選出方法は、次のとおりとする。

1. 役員は、総会において、会員の中から選出する。ただし、職員の担当する役員は、東京都新宿高等学

校長（以下「校長」という）が委嘱する。

2. 委員は、学級ごとに、学級委員（保護者）を互選し、当該学級委員の互選によって事業部委員各部、お

よび、学級委員長の分担を決める。

3. 事業部は各部ごとに、当該事業部委員の互選により、部委員長１名（保護者）を選出する。

4. 学級委員には、各学級から選出された保護者の委員のほか、職員の学級担任を当てる。各学級副委

員長は、各学級担任とする。

5. 学年部は、学年部ごとに、当該学級委員長の互選により、各学年部委員長１名（保護者）を選出する。

各学年部副委員長は、各学年担任とする。

第９条（任期）

役員・委員の任期は、１年とする。ただし、再任はさまたげない。補欠による役員・委員の任期は、前任者の残

りの期間とする。役員・委員は、次期の役員・委員が決定するまで、その任務に当たる。

第１０条（顧問）

本会に、顧問をおくことができる。顧問は、運営委員会の議決により、会長が委嘱する。任期は原則１年まで

とし、再任する場合は３年を超えてはならない。



第３章　会　議

第１１条（総会）

総会は、本会の最高議決機関とし、事業、予算、決算、役員選任、および、会則改正、その他の重要事項を議

決する。定期総会は年１回開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は、会長が招集する。

第１２条（運営委員会）

運営委員会は、役員、事業部の各部正副委員長、各学年部副委員長をもって構成し、本会の運営および事

業に関する事項の協議を行うとともに、総会の議決事項以外の事項について審議・決定する。運営委員会

は、会長が招集する。

第１３条（理事会）

理事会は、役員をもって構成し、本会の運営に関する事項の立案と審議、および、運営委員会の議案審議を

行うとともに、会務執行の任に当たる。理事会は、会長が招集する。

第１４条（事業部委員会）

事業部委員会は、事業部の部ごとに編成する。

各部委員会は、当該事業部委員をもって構成し、各部の担当業務について、企画の立案と協議を行い、運営

委員会において決定された事項の業務を行う。

事業部委員会は、各部委員長が招集する。

第１５条（学年部委員会）

学年部委員会は、学年部ごとに編成する。

各学年部委員会は、当該学年の各学級委員長と、各学級副委員長をもって構成し、各学年部の担当業務に

ついて企画の立案と協議を行い、運営委員会の承認によって委任された事項の業務を行う。学年部委員会

は、各学年部委員長が招集する。

なお、任務遂行のために、各学年部委員会にはその補助機関として、学級委員会をおく。

第１６条（学級委員会）

学級委員会は、各学年部委員会の補助機関として、当該学年の各学級委員によって構成し、各学年部委員

会の任務を補助する。学級委員会は、それぞれ各学年部委員長が招集する。

第１７条（学年会）

学年会は、学年ごとに当該会員で構成し、会員相互の親睦をはかるとともに、教育上有為な事項についての

研究・協議等を行う。学年会は、各学年部委員長が招集する。

第１８条（学級会）

学級会は、学級ごとに当該会員で構成し、その趣旨は、学年会に準ずる。学級会は、各学級委員長が招集す

る。

第１９条（定足数・議決）

総会の成立に必要な定足数は、会員の五分の一の出席とする。ただし、委任状を提出した会員は、出席した

ものとみなす。総会以外の会議の成立に必要な定足数は、構成員の三分の一の出席とする。

いずれの会議も、議決は出席者の多数による。



第４章　会　計

第２０条（経費）

本会の経費は、会費、および、その他の収入をもって当てる。

第２１条（会費）

本会の会費は、次のとおりとする。

1．会費　生徒１名 年額は細則に定めるところによる

職　　員 年額　１,０００円

2．賛助会費　１口 年額　１,０００円

3．転校又は休学等の扱いについては細則に定めるところによる。

第２２条（会計年度）

本年の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第２３条（会費の徴収）

本会会費の徴収は、東京都立新宿高校学校長に委任する。

付　　　則
第１条（細則）

本会は、運営委員会の議決により、本会の運営に関する細則を定めることができる。

第２条（施行）

本会則は、2023年4月22日より施行する。


